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6-7公共交通政策点検・評価業務及び交通計画策定業務委託 

事業者選定委員会実施要領 

 

１ 業務概要 

 (1) 業務名 

   6-7公共交通政策点検・評価業務及び交通計画策定業務委託 

 (2) 業務内容、成果物 

   仕様書を参照 

 (3) 提案内容 

   次の業務内容を実施する際に用いる手法や、より効果的な業務支援に資する方

策等について、提案を行うこと 

  ア 現つくば市地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の点検・評価 

  イ つくば総合都市交通体系調査の中期点検・評価 

  ウ 市内バス路線の再編 

  エ 第２次交通計画（令和８年度からの５年間）の策定 

  オ 市民及び公共交通利用者の移動行動並びに移動に関する意向調査 

  カ その他、業務全般について 

   ※仕様書に掲げる事項は、必要最小限な事項であり、実際の業務内容について

は、事業者選定を受けて決定する。 

 (4) 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和８年（2026年）３月 20日まで 

 

２ 予算（提案限度額） 

  37,675,000円以内（消費税込） 

  令和６年度 13,827,000円以内（消費税込） 

  令和７年度 23,848,000円以内（消費税込） 
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  ※支払いは各年度末の成果品納品後に請求に基づき実施する。 

 

３ 参加資格要件 

  この公募開始の日から契約締結までの日において、次の要件を満たしていること 

 (1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項に規定する者

に該当しないこと 

 (2) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定に基づくつくば市の入札参加の

制限を受けていないこと 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条２号に規定する暴力団でなく、かつ、その役員が茨城県暴力団排除条例（平

成 22年茨城県条例第 36号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと 

 (4) 茨城県建設工事等請負業者指名停止措置要領（平成６年７月 14日付け監第 692

号）、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準又はつくば市入札参加指名停止等

措置要綱（平成６年つくば市告示第 15 号）に基づく指名停止等の措置を受けて

いないこと 

 (5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしていな

いこと。ただし、申立てをしている場合であっても、更生手続開始決定後又は再

生手続開始決定後につくば市が一般競争入札参加資格の再認定をしたときは、こ

の限りでない。 

 (6) 本店所在地の都道府県税、所得税（個人事業主の場合に限る）、法人税及び消

費税について未納がないこと 

 (7) 直近５年以内（平成 31年（2019年）４月以降）において、地域公共交通計画

（地域公共交通網形成計画を含む）策定業務及び公共交通に係る分析・改善提案

業務を元請けとして契約し、履行した実績を有すること 

 (8) 直近５年以内（平成 31年（2019年）４月以降）において、公営バス、民間バ
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ス事業者等との間で元請けとして契約し、公共交通に係る改善提案業務を履行し

た実績を有すること 

 (9) 本業務を担当する者の中に、技術士（建設部門）の資格を有し、３か月以上継

続して雇用している者が含まれること 

 (10)管理責任者は３か月以上継続して雇用しており、公共交通に係る分析・改善提

案業務の実績を有する者を配置できること 

 

４ 担当部局（問合せ先） 

  つくば市都市計画部総合交通政策課 

  〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目 1番地１ 

  T E L 029−883−1111（代表）内線 3413 

  F A X 029−868−7626 

  Mail ubn012@city.tsukuba.lg.jp 

  担当 政策係 係長 横田 

 

５ 関係資料の交付 

 (1) 資料名 

   6-7 公共交通政策点検・評価業務及び交通計画策定業務委託事業者選定委員会

提出書類作成要領（以下「作成要領」という。） 

  ア 参加表明書   （様式１） 

  イ 会社概要書   （様式２） 

  ウ 業務実績書   （様式３） 

  エ 業務実施体制調書（様式４） 

  オ 企画提案書   （様式５） 

 (2) 交付場所 

   市ホームページからダウンロード 
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６ 参加申込方法等 

 (1) 申込先 

   ４（担当部局）に同じ 

 (2) 申込方法 

   持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く）又は郵送（配達証明付書留郵便による

郵送に限る。ただし、提出期限日までに必着のこと）とする。 

 (3) 申込期間 

   令和６年（2024年）４月 30日（火）16時 30分まで 

 (4) 参加資格確認書類等 

  ア 作成要領に定める様式１から４までの書類及び添付書類 

  イ 様式２の添付資料として、直近３期分の賃借対照表及び損益計算書の写し、

会社パンフレット並びに登録証・認定証の写し 

  ウ 様式４の資料として、３か月以内の雇用関係及び資格が確認できる書類の写

し 

 (5) 提出部数 

   様式１から様式４までの書類は各 12部（様式１は原本１部、残り 11部は、写

しでも可とする）とし、添付資料は、各１部（原本ファイルの関連様式に添付）

とする。 

 (6) 作成方法 

   作成要領を参照 

 

７ 事業者選定委員会に関する質問 

 (1) 提出先 

   ４（担当部局）に同じ 

 (2) 提出方法 

  ア 様式は任意とし、電子メールで問い合わせること。なお、発信後は必ず市へ
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の到着を確認すること 

  イ 電子メールの件名は、「6-7公共交通政策点検・評価業務及び交通計画策定業

務委託事業者選定委員会に関する質問（事業所名）」とし、本文には「事業所

名、担当者の所属、氏名及び連絡先（電子メールアドレス、電話番号等）」を明

記すること 

 (3) 提出期限 

   令和６年（2024年）５月 22日（水）16時 30分まで 

 (4) 回答方法 

   質問への回答は、電子メール到着を確認した日の翌日から起算して原則４日

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）以内に電子メールで回答するとともに、市 

ホームページに質問及び回答内容を掲載する。 

 

８ 提案書の内容及び作成方法 

 (1) 提案書の内容及び様式 

   作成要領に定める様式５並びに業務工程表及び価格見積書（任意様式） 

 (2) 作成方法 

   作成要領を参照 

 

９ 提案書の提出方法等 

 (1) 提出先 

   ４（担当部局）に同じ 

 (2) 提出方法 

   ６ (2)（申込方法）に同じ 

 (3) 提出期限 

   令和６年（2024年）６月 10日（月）16時 30分まで 

 (4) 提出部数 
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   各 12部（原本１部、残り 11部は写しでも可） 

 

10 審査方針 

 (1) 審査委員会 

   厳正かつ公平な審査を実施するため、6-7 公共交通政策点検・評価業務及び交

通計画策定業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置す

る。 

 (2) 第１次審査 

  ア 審査方法 

    参加表明書等に基づき審査を行い、第２次審査対象者を選定する。なお、第

２次審査対象者については、５者以内を予定とする。 

  イ 審査項目及び審査基準 

審査項目 審査基準 

① 会社の能力 ・実務実績及び経営状況 

② 実務実施体制 ・管理責任者及び主担当者の資格 

・実施体制 

・管理責任者及び主担当者の経験年数、実務実績等 

 

 (3) 第２次審査 

  ア 審査方法 

    第２次審査対象者について、提出書類に基づき、プレゼンテーション及びヒ

アリングを実施し、審査、評価を行うことにより、最優秀者及び優秀者を各１

者特定する。時間等の詳細については、企画提案書受付後、個別に通知する。 

  イ 審査の詳細 

   (ｱ) 実 施 日 令和６年（2024年）６月 19日（水）を予定 

   (ｲ) 実施場所 つくば市民センター 
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   (ｳ) 出 席 者 ３人以内とし、この業務を担当する予定の管理責任者１人及び

主担当者１人は、必ず出席すること。なお、パソコン等を使用

する際の操作者（発言不可）として、１人の追加は認める。 

   (ｴ) 説明時間 １者当たり説明 20分以内、質疑 10分以内とする。 

   (ｵ) 説明方法 企画提案の説明は、企画提案書で行うものとし、追加資料の提

出は認めない。パワーポイントを使用した説明も可能とする。

ただし、パワーポイントでの表示内容は、企画提案書の抜粋と

して、企画提案書に記載のない表示は行ってはならない。なお、

スクリーン及びプロジェクターはつくば市で準備するが、機器

の操作は提案者が行うものとする。 

  ウ 審査項目及び審査基準 

審査項目 審査基準 

① 業務実施方針及び手法 ・業務方針、手順の妥当性、的確性及び実現性 

・実施内容の的確性、実現性、独創性等 

② 業務実施体制 ・業務内容から見た取組体制 

・市の負担軽減となるような工夫 

③ 価格 ・業務価格の相対評価 

・業務内容に対する費用の的確性 

④ プレゼンテーション ・取組意欲及び質問等に対する応答 

 

 (4) 審査の公開又は非公開の別 

   審査は、全て非公開とする。 

 

11 審査結果 

 (1) 第１次審査結果の通知 

  ア 通知内容 
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   (ｱ) 第２次審査の対象となる者 

     企画提案書の提出者として選定された旨を通知する。 

   (ｲ) 第２次審査の対象とならない者 

     企画提案書の提出者として選定されなかった旨及びその理由を通知する。 

  イ 通知方法及び通知時期 

    令和６年（2024年）５月７日（火）までに、電子メール及び文書にて通知す

る。第２次審査の対象とならない者がその理由について説明を求めることがで

きる期間は通知日から７日以内とする。 

 (2) 第２次審査結果の通知 

  ア 通知内容 

   (ｱ) 最優秀者に特定された者 

     最優秀者に特定された旨について通知する。 

   (ｲ) 優秀者に特定された者 

     優秀者に特定された旨及び最優秀者に特定されなかった理由について通

知する。 

   (ｳ) 提出された企画提案書が特定されなかった者 

     特定されなかった旨及びその理由について通知する。 

  イ 通知方法及び通知時期 

    令和６年（2024 年）６月 21 日（金）までに、文書にて通知する。最優秀者

に特定されない者がその理由について説明を求めることができる期間は通知

日から７日以内とする。 
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12 日程 

項目 日程 備考 

事業者選定委員会公募開

始 

令和６年４月 15日  

参加表明書等の提出期限 令和６年４月 30日 参加表明書（様式１） 

会社概要書（様式２） 

業務実績書（様式３） 

業務実施体制調書（様式４） 

※各様式の添付書類を含む。 

第１次審査結果通知 令和６年５月７日  

質問の提出期限 令和６年５月 22日  

企画提案書等の提出期限 令和６年６月 10日 企画提案書（様式５） 

※添付書類を含む。 

第２次審査（プレゼンテー

ション・ヒアリング）予定 

令和６年６月 19日  

第２次審査結果通知 令和６年６月 21日  

契約締結予定 令和６年６月 26日  

 

13 失格 

  次のいずれかに該当する者は、失格となることがある。 

 (1) 事業者選定委員会の委員に連絡を求めた場合 

 (2) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

 (3) 虚偽の行為があったと認められる場合 

 (4) 提出された価格見積書の見積額（消費税込）が予定金額を超えている場合 
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14 無効となる提出書類 

  次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

 (1) 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

 (2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

 (3) 必要な提出書類が整っていないもの 

 (4) 作成要領に定める様式及び内容に適応しないもの 

 (5) 虚偽の内容が記載されているもの 

 

15 提出された書類の取扱い 

 (1) 提案書の提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更を認めないもの

とする。 

 (2) 提出された提案書については、返却しないものとする。 

 (3) 提出された提案書は、事業者選定委員会による候補者の選定のために使用し、

また複製等をすることができるものとする。 

 (4) 第１次審査及び第２次審査以外に、無断で提出された資料は使用しない。 

 (5) 提出された書類は、つくば市情報公開条例（平成 27 年つくば市条例第 27 号）

の規定による請求に基づき、同条例第５条に規定する不開示情報を除き、第三者

に開示することができるものとする。 

 

16 随意契約に係る見積書の徴収 

  審査委員会が特定した最優秀者を、この業務に係る随意契約の見積書の徴収の相

手方とする。ただし、最優秀者に事故等があり、見積書の徴収が不可能となった場

合は、優秀者を見積書の徴収の相手方とする。 

 

17 その他 

 (1) 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
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 (2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

 (3) つくば市から受領した資料は、つくば市の了解なく公表及び使用することはし

てはならない。 

 (4) 提出した書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 

 (5) 参加表明書及び企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

 (6) 審査結果について、異議申立ては認めない。 


